
印西市紙おむつ給付サービス事業申請方法 
 

【新規申請】 

新規で申請する場合、印西市紙おむつ給付サービス申請書（対象者の印鑑が必要） 

を記入し、提出してください。（郵送可） 
 

【変更申請】 

既に給付を受けている方で、紙おむつ等の内容や届け先の変更を希望される場合 

は、印西市紙おむつ給付サービス変更届出書を記入し、提出してください。（郵送可） 

届出をした翌月から新しい給付内容でお届けします。 
 

【廃止申請】 

 死亡、市外転出、入所（特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施 

設の場合）、要介護認定で要介護２、３、４、５以外になった場合は、必ず印西市 

紙おむつ給付サービス受給者資格喪失届を提出してください。（郵送可） 
 

【停止・再開連絡】（本庁高齢者福祉課生きがい支援係へ電話連絡） 

 入院や一ヶ月を超えるショートステイをご利用される場合は紙おむつ給付サービ 

スを一時的に停止いたしますので、必ずご連絡ください。 

なお、退院等により給付を再開したい場合は、ご連絡いただければその翌月から再 

開します。 
 

【提出先】 

○高齢者福祉課 生きがい支援係 

印西市大森２３６４－２  ☎３３－４５９２（直通） 

○印旛支所  市民サービス課 市民福祉係       

印西市美瀬１－２５     ☎９８－１１１６ 

○本埜支所  市民サービス課 市民福祉係       

印西市笠神２５８７    ☎９７－１１１１ 

＊平成３１年４月時点 


